
令和４年１０月４日(火) 

ベルサール飯田橋駅前 
 

 

 

 

 

 

消費税特別研修会資料 

 

令和４年度改正を踏まえたインボイス制度への対応 

 

 

 

講  師 

 

税理士 渡辺
わたなべ

 章
あきら

 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京税理士会 麹町支部 



目 次

Ⅰ インボイス制度の概要 ････････････････････････････････････････ 1

１ インボイス制度とは ･････････････････････････････････････････････ 1

２ インボイスの記載事項 ･･･････････････････････････････････････････ 3

３ 消費税額の端数処理 ･････････････････････････････････････････････ 5

４ 複数書類の組み合わせによる対応 ･････････････････････････････････ 7

５ インボイスの交付義務免除 ･･･････････････････････････････････････ 11

６ インボイス制度における保存書類等 ･･･････････････････････････････ 12

７ 帳簿のみの保存で保存要件を満たす取引 ･･･････････････････････････ 13

８ 仕入税額控除の経過措置 ･････････････････････････････････････････ 14

９ 電子インボイス等の提供と電子データの保存 ･･･････････････････････ 15

Ⅱ 適格請求書発行事業者の登録制度 ･････････････････････････ 18

１ 適格請求書発行事業者 ･･･････････････････････････････････････････ 18

２ 適格請求書発行事業者の申請・登録・通知 ･････････････････････････ 24

３ 適格請求書発行事業者情報の公表 ･････････････････････････････････ 25

４ 登録申請のスケジュール ･････････････････････････････････････････ 29

５ 課税事業者が登録申請を行う場合 ･････････････････････････････････ 37

６ 免税事業者が登録申請を行う場合 ･････････････････････････････････ 38

７ 新設法人等の特例 ･･･････････････････････････････････････････････ 42

８ 登録申請を行う場合の留意点 ･････････････････････････････････････ 45

９ 簡易課税制度の届出特例 ･････････････････････････････････････････ 52

10 登録の取りやめ ･････････････････････････････････････････････････ 55

Ⅲ 個別事例の留意点 ････････････････････････････････････････････ 58

１ 委託販売におけるインボイスの交付方法 ･･･････････････････････････ 58

２ 経費の立替払い ･････････････････････････････････････････････････ 60

３ 家賃の支払いとインボイス ･･･････････････････････････････････････ 60



Ⅳ 税額計算 ･･････････････････････････････････････････････････････ 62

１ 売上税額の計算方法 ･････････････････････････････････････････････ 62

２ 仕入税額の計算方法 ･････････････････････････････････････････････ 63

３ 計算方法の選択 ･････････････････････････････････････････････････ 66

Ⅴ 令和４年度改正等 ･･･････････････････････････････････････････ 68

１ 令和４年度改正 ･････････････････････････････････････････････････ 68

２ インボイスＱ＆Ａの改訂 ･････････････････････････････････････････ 73



- 1 -

Ⅰ インボイス制度の概要

１ インボイス制度とは

令和 5 年10月 1 日から仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式」（いわゆる

「インボイス制度」）がスタートします。

このインボイス制度の下では、法定事項が記載された「帳簿」と「適格請求書」（いわゆ

る「インボイス」）を保存することによって、仕入税額控除を適用することができます。

なお、確定申告期限から 7 年間、これらを納税地等に保存し、税務調査においてはこれ

らを提示することが求められます。

【インボイス制度の導入時期】

令和 5 年10月 1 日

「インボイス」とは、簡潔に言えば、売手側が買手側に対して、適用税率や消費税額と

いった税情報を伝えるためのツールであり、かつ、記載された消費税額を売手側で納税し

ていることを証明する書類をいいます。

消費税の仕組みにおいては、原則として、売手側で納税を行う消費税額が買手側におい

て仕入税額控除の対象となります。ここで、このインボイスが、買手側において適正な税

額計算が行えるよう、その取引金額に係る適用税率や消費税額を売手側から買手側へと伝

達するための橋渡し役となります。

また、売手側がインボイスを交付しようとする場合、インボイスを交付することができ

る事業者（適格請求書発行事業者）としての登録を受ける必要があります。そして、その

事業者に対しては、必ず納税義務を負うことを条件に登録番号が交付されますから、売手

側がその登録番号をインボイスに記載することによって、そのインボイスが納税証明書と

して成立するのです。

なお、インボイスには、登録番号等の法定事項を記載することが義務付けられますが、

その様式自体は自由であることに大きな特徴があります。ですから、請求書、領収書、納

品書など、その書類の名称は問いません（書類に「インボイス」と記載する必要もありま

せん。）。また、インボイス制度の下では、紙媒体に代えて、電子データによるインボイス

の提供も、法令として新たに認められます。さらに、複数の書類の組み合わせや書類と電

子データの組み合わせでインボイスとすることも認められます。

実務上は、インボイス制度の導入に備えて、あえて新たな様式を作る必要はありません。

従来から取引先などとやり取りしている既存の書類などをベースに、法定記載事項だけを

追加する、あるいは修正するというイメージを持つとよいのではないでしょうか。重要な

ことは、最小限の労力とコストで首尾よくインボイス制度に移行するということです。

区分記載請求書等

保存方式
インボイス制度
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【インボイス制度のイメージ図】

【税務署】

納税：2,000円

納税：3,000円－2,000円

＝1,000円

20,000円＋税2,000円 30,000円＋税3,000円

《インボイス》

顧

客

仕

入

先

当

社

・ 税率や消費税など税情報の伝達ツール

・ 売手側による納税証明

登録番号：Ｔ123…

もし、インボイスの保存ができ

なければ仕入税額控除は不可、

当社の納税額は3,000円となる。

適格請求書

発行事業者

の登録申請

登録番号

Ｔ123…
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２ インボイスの記載事項

適格請求書（インボイス）は、次に掲げる必要事項が記載されていれば、請求書、納品

書、領収書、レシートなど、その名称は問いません（消法57の 4 ①、インボイス通達 3 － 1 ）。

また、定型の様式もありませんので、既存の書類をベースに不足する記載事項だけを追

加する方法で作成しても構いません。さらに、その作成方法についても定めがありません

ので、Ｗｏｒｄなどで作成する、専用ソフトなどで作成する、あるいは手書きで作成する

など、どのような作成方法でも構いません。

【インボイスの記載事項】

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称※ 1 及び登録番号

② 取引年月日※ 2

③ 取引内容（軽減税率対象取引については軽減税率対象である旨)

④ 税率ごとに区分して合計した税抜価額又は税込価額及び適用税率

⑤ 税率ごとに区分した消費税額

⑥ 書類の受領者の氏名又は名称

※ 1 電話番号などを記載するなど、その事業者を特定することができれば、屋号や

省略した名称などを記載することもできます。

※ 2 月単位など、課税期間の範囲で一定の期間を記載することができます。

【インボイスのイメージ図】

（出典：「消費税軽減税率制度の手引き(令和 3 年 8 月版)国税庁」の図解を一部加筆修正）

屋号による

記載もＯＫ
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【手書請求書の具体例】

（出典：「インボイス制度－オンライン説明会－」国税庁軽減税率・インボイス制度対応室)

【手書領収書の具体例】

（出典：「インボイス制度－オンライン説明会－」国税庁軽減税率・インボイス制度対応室)
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３ 消費税額の端数処理

インボイスに記載する消費税額に係る端数処理の方法については、次に掲げるルールが

法令において定められています（消令70の10、インボイス通達 3 －12）。

【消費税額に係る端数処理のルール】

① 税率ごとに区分した消費税額に 1 円未満の端数が生じる場合には、一のインボイ

スにつき、税率ごとに 1 回の端数処理を行います。

(注) 複数の商品の販売につき、一の商品ごとに消費税額を計算し、端数処理を行

った上で、その合計額を消費税額として記載することはできません。

② 端数処理は、「切上げ」、「切捨て」、「四捨五入」など、任意の方法で行うことが

できます。

【消費税額に係る端数処理】

（出典：「消費税軽減税率制度の手引き（令和 3 年 8 月版）国税庁」）
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（出典：「インボイス制度－オンライン説明会－」国税庁軽減税率・インボイス制度対応室)
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４ 複数書類の組み合わせによる対応

インボイスについては、単一書類だけで記載事項のすべてを満たす必要はありません。

たとえば、請求書と納品書など、交付された複数の書類の関連性が明確であり、これらの

書類全体で記載事項を満たすのであれば、これら複数の書類を合わせて一のインボイスと

することができます（インボイス通達 3 － 1 ）。

【ケース 1 各納品書をインボイスとする場合】

（注）各書類中、太文字（ゴシック体）がインボイス「記載事項」を示す。

（出典：「インボイス制度－オンライン説明会－」国税庁軽減税率・インボイス制度対応室)
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【ケース 2 月次請求書をインボイスとするケース】

（出典：「インボイス制度－オンライン説明会－」国税庁軽減税率・インボイス制度対応室)
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【ケース 3 相互の書類を一体としてインボイスとする場合】

（出典：「インボイス制度－オンライン説明会－」国税庁軽減税率・インボイス制度対応室)
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（出典：「インボイス制度－オンライン説明会－」国税庁軽減税率・インボイス制度対応室)
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５ インボイスの交付義務免除

適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、インボイスを交付することが困難な次に掲

げる取引については、そのインボイスの交付義務が免除されます（消令70の 9 ②）。

【インボイスの交付義務が免除される取引】

① 税込価額 3 万円未満の公共交通機関（船舶、バス、鉄道）による旅客の運送

② 生鮮食料品等の出荷者が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売（出荷者から

委託を受けた卸売業者が卸売の業務として行うものに限ります。）

③ 農林水産物の生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等（以下「農協

等」といいます。）に委託して行う農林水産物の販売（無条件委託方式※ 1 、かつ、

共同計算方式※ 2 により生産者を特定せずに行うものに限ります。）

④ 税込価額 3 万円未満の自動販売機又は自動サービス機による商品の販売等

⑤ 郵便切手を対価とする郵便サービス（ポストに投函されたものに限ります。）

※ 1 「無条件委託方式」とは、生産者が農林水産物を出荷する際に、売値、出荷時

期、出荷先等の条件を付けずに、その販売を農協等に委託する方式をいいます。

※ 2 「共同計算方式」とは、一定期間内に農協等が出荷した同種、同規格、同品質

ごとの農林水産物について、その平均価格によって精算する（全体の販売代金に

ついて、農協等が手数料を差し引いた上で、生産者全員で分け合う）方式をいい

ます。

【農協特例】

［生産者］ ［農 協］ ［買手側］

（無条件委託方式）

出 荷

精 算 販 売

（共同計算方式）

(注) 生産者は、適格請求書発行事業者である必要はありません。生産者が免

税事業者の場合であっても、農協は、インボイスと同等の書類を交付する

ことができます。

インボイスの

交付義務を免除

農協が交付するインボイス

と同等の書類の保存により

仕入税額控除可

適格請求書発行事業者で

ある必要はありません。
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６ インボイス制度における保存書類等

売手側が作成する適格請求書（インボイス）や適格簡易請求書（簡易インボイス）、そ

して、これらの書類の記載事項に係る電子データ（電子インボイス）の保存が仕入税額控

除の要件となります。

【インボイス制度における保存書類等】

売手側が交付・提供 保 存

売
買

手
確 認

側 手

側

委 託

生産者等

一方、商品が販売された時点でそれと同時に仕入れを認識する取引形態を「消化仕入れ」

と呼んでいます。この消化仕入れでは、その販売を行う仕入側でしか販売商品の種類や販

売数量がわかりません。ですから、仕入側がその販売数量等に基づいて仕入明細書等の書

類を作成し、これを売手側に確認を取ることで取引を成立させています。

そこで、このような特殊な取引形態に対応するために、区分記載請求書等保存方式では、

仕入税額控除の保存要件

を満たす書類等

農

協

等

保 存

・インボイス
・簡易インボイス
・電子インボイス

売手側が交付・提供

保 存

・仕入明細書等
（電子データを含む）

買手側が交付・提供

保 存

・インボイスに代わる
一定の書類

（電子データを含む）

媒介者等が交付・提供

インボイスの

交付義務免除

市

場

等

写しの保存

写しの保存

写しの保存

返 還

インボイス

※電子データ

を含む
写しの保存
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仕入側が作成した書類であっても、その相手方の確認を受けたものに限り、仕入税額控除

の保存要件を満たすこととされています。そして、インボイス制度の下でも、引き続き、

この仕入明細書等（電子データを含みます。）がインボイスに代わるツールとして仕入税

額控除の保存要件を満たすことになります。

また、生鮮食料品等の出荷者が、卸売市場を通じて生鮮食料品等の販売を行う場合（卸

売市場特例の場合）や農林水産物の生産者が農協等を通じて農林水産物の販売を行う場合

（農協特例の場合）などについては、売手側である出荷者や生産者から購入者に対してイ

ンボイスを交付することは困難です。

そこで、その媒介又は取次業務を行う卸売市場や農協等が交付した書類（電子データを

含みます。）で、インボイスと同等の内容が記載されたものについても、インボイスに代

わるツールとして仕入税額控除の保存要件を満たすことになります。

ところで、売手側は、値引きや割戻し等を行った場合には、その買手側に対して、適格

返還請求書（返還インボイス）やその電子データを交付又は提供し、これらの書類の写し

や電子データを保存する義務があります。ここで、その交付又は提供を受けた買手側にお

いては、消費税法上、これらの書類や電子データの保存義務は求められていませんが、取

引の事実を明らかにするものとして、実務上は、これらをインボイス等とともに保存する

ことになります。

７ 帳簿のみの保存で保存要件を満たす取引

書類の交付を受けることが困難な取引として、次に掲げるものについては、帳簿の保存

のみで仕入税額控除を適用することができます（消法30⑦、消令49①、消規15の 4 ）。

【帳簿のみの保存で保存要件を満たす取引】

① 税込価額 3 万円未満の公共交通機関（船舶、バス、鉄道）による旅客の運送

② 税込価額 3 万円未満の自動販売機又は自動サービス機による商品の販売等

③ 郵便切手を対価とする郵便サービス（ポストに投函されたものに限ります。）

④ 簡易インボイスの必要事項が記載された入場券等が、その使用の際に回収されて

しまう取引

⑤ 古物営業、質屋営業又は宅地建物取引業を営む事業者が、適格請求書発行事業者

でない者から、古物、質物又は建物を棚卸資産として取得する取引

⑥ 事業者が、適格請求書発行事業者でない者から、再生資源又は再生部品を棚卸資

産として購入する取引

⑦ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当等及び通勤手当

(注) 区分記載請求書等保存方式で認められている、税込 3 万円未満の少額取引の場合

や請求書等の交付を受けることが困難な場合について、帳簿の保存のみで仕入税額

控除を行うことができる取扱いは、インボイス制度導入により廃止されます。
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８ 仕入税額控除の経過措置

インボイス制度の下では、適格請求書発行事業者以外の者（消費者、免税事業者又は適

格請求書発行事業者の登録を受けていない課税事業者）からの課税仕入れについては、イ

ンボイス等の交付が受けられないことから、仕入税額控除を行うことができません（消法

30⑦）。

しかし、令和 5 年10月 1 日から令和11年 9 月30日までの間に限定して、適格請求書発行

事業者以外の者からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合について仕入税

額控除を認める経過措置が設けられています（平成28年改正法附則52、53）。

【経過措置の適用期間と仕入税額】

適用期間 仕入税額

令和 5 年10月 1 日～令和 8 年 9 月30日 仕入税額相当額×80％

令和 8 年10月 1 日～令和11年 9 月30日 仕入税額相当額×50％

【経過措置のイメージ】

Ｒ5.10.1 Ｒ8.10.1 Ｒ11.10.1

なお、この経過措置の適用を受けるための要件は次のとおりです。

【経過措置の適用要件】

① 帳簿について、区分記載請求書等保存方式における記載事項に加え、たとえば、

個々の取引ごとに「80％控除対象」、「免税事業者からの仕入れ」などと記載する他、

個々の取引に「※」や「☆」といった記号・番号等を表示し、かつ、別途「※(☆)

は80％控除対象」などと表示する等、この経過措置の適用を受ける課税仕入れであ

る旨の記載を行うこと

② 請求書等又はその電子データについて、区分記載請求書等と同様の必要事項が記

載又は記録されていること（請求書等に「軽減税率対象である旨」又は「税率ごと

に区分して合計した税込価額」の記載がない場合に自ら追記又はデータを紙に出力

して追記する場合を含みます。）

仕入税額相当額

×１００％
仕入税額控除なし
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９ 電子インボイス等の提供と電子データの保存

(1) 電子インボイス等の提供

インボイス制度の下では、書類による請求書等の交付に代えて、その書類に記載すべき

事項に係る電子データの提供（電子インボイス等の提供）が、消費税法としては、初めて

認められることになります。

なお、電子インボイス等の提供方法としては、次に掲げるような方法があります（イン

ボイス通達 3 － 2 ）。

【電子インボイス等の提供方法】

① 光ディスク、磁気テープ等の記録用の媒体による提供

② ＥＤＩ取引※における電子データの提供

③ 電子メールによる電子データの提供

④ クラウド等を通じた電子データの提供

※ 「ＥＤＩ（Electronic Data Interchange）取引」とは、異なる企業・組織間で､

「受注・発注」、「出荷・納品」、「請求・支払」等の各種取引情報に関連するデータ

を通信回線を通じて交換する取引等をいいます。

(2) 請求書等の保存と電帳法との関係

インボイス等の授受に伴って注意すべきなのが、「電子計算機を使用して作成する国税

関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」（以下、「電帳法」といいます。）に基づ

く電子データの保存方法です。

電帳法では、請求書や領収書等の国税関係書類に関して、次の 3 つの電子データの発生

形態別に、それぞれの電子データに係る保存方法を定めています（電帳法 4 ②③、 7 ）。

【電帳法で定める電子データ】

① 自己が一貫してコンピューターを使用して作成したオリジナルの電子データ

② 自らが作成した又は相手方から受領した書類をスキャンした電子データ

③ 電子取引に係る電子データ

このうち、電帳法では、取引に関して交付し又は受領する請求書や領収書等の国税関係

書類に通常記載される事項を電子データで授受する取引のことを「電子取引」と呼んでい

ます。

この「電子取引」を行った場合には、そのオリジナルの電子データの保存を行うことに

なります。消費税における電子インボイス等の授受は、この「電子取引」に該当しますの

で、原則として、電帳法で定める方法に従って、そのオリジナルの電子データを保存する

ことになります。
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【電帳法に定める国税関係書類等の保存方法】

［種類］ ［作成方法］ ［保 存 方 法］

＜電帳法に基づく保存＞

① オリジナルの
自 己 が 一 貫 し て 出力した

交 or 電子データ※
コンピューターで作成 紙

付 （電帳規 2 ②③）
（控）

書類

② スキャンした
オリジナル

上 記 以 外 or 電 子 デ ー タ
受 の紙

（電帳規 2 ⑥）
領

③ オリジナルの
電 子 取 引 の 取 引 情 報

電 子 デ ー タ
（請求書等に通常記載される事項）

（電帳規 4 ①②）

※ 一定の要件を満たす場合には、マイクロフィルムによる保存も可能

（出典：「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】（令和 4 年 6 月）国税庁」問 1 の図

解を一部加筆修正）

＜参考＞

～令和 3 年度の電帳法改正～

電子データの保存要件は、令和 3 年度の電帳法改正によって、大きくその要件が緩和さ

れました。たとえば、改正前は、上記①の「自己が一貫してコンピューターを使用して作

成したオリジナルの電子データ」と②の「自らが作成した又は相手方から受領した書類を

スキャンした電子データ」の保存に当たっては、事前に税務署長の承認が必要でしたが、

これが不要となりました。また、個々の保存要件についても見直しが行われ、全体として

は緩和されています。

一方で、電子データの保存が改正後の電帳法に定める要件に従っていない場合には、税

法上保存義務がある国税関係書類として取り扱わない、電子データの改ざん等により不正

計算がなされた場合には、重加算税をさらに10％加重に賦課するなど、法令の厳格な執行

と罰則規定の強化が図られています。

ところで、令和 3 年度の電帳法改正において、実務上、非常にインパクトがあったのが、

「電子取引」に関する保存方法の改正です。改正前の電帳法においては、「電子取引」に

ついて、電子データをそのまま保存することを原則としつつも、その電子データを紙に出

力し、これを保存することも認められていました。しかし、令和 3 年度改正によって、こ

の紙への出力保存が禁止され、電帳法の要件に従ったデータ保存が必須となりました（電

帳法 7 ）。
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～令和 4 年度の電帳法改正～

令和 3 年度の電帳法改正によって、令和 4 年 1 月 1 日以後、「電子取引」に係る電子デ

ータの保存が義務化される予定でしたが、令和 4 年度の税制改正大綱において、 2 年間の

宥恕措置が盛り込まれました（改正法は、令和 3 年12月27日に交付済みです。）。

令和 4 年 1 月 1 日から令和 5 年12月31日までの間に行われた「電子取引」に係る電子デ

ータについては、保存要件にしたがって保存ができなかったことについてやむを得ない事

情がある場合には、引き続き紙への出力保存が可能となりました。また、電帳法に定める

保存要件を満たさない形での電子データの保存も認められます（令和 3 年改正電規附則 2

③、「インボイスＱ＆Ａ」問69）。

なお、この宥恕措置の適用にあたっては、納税者から税務署長への手続などは必要あり

ません。

【時系列で見た電子データの保存方法】

Ｒ4.1.1 Ｒ6.1.1

～宥恕措置適用期間中における納税者の具体的な対応イメージ～

納税者は、宥恕措置適用期間中、次に掲げるような対応が認められます。

【具体的な対応イメージ】

・電子取引に係る請求書や領収書などの電子データを、従前と同様に書面に出力して

保存しておきます。

・税務調査があった場合には、税務職員に対して「社内のワークフロー整備が間に合

いませんでした。」や「現時点では未整備ですが、今後、保存に係るシステムを整

備する意向はあります。」など、その事情を口頭で回答します。

（出典：「電子取引データの出力書面等による保存措置の廃止（令和 3 年度税制改正）に関

する宥恕措置について」（財務省）の一部を加筆修正）

(4) 消費税法による保存方法

電帳法は、基本的には所得税、法人税の取扱いを定めたものであって、消費税におけ

る電子取引、いわゆる電子インボイスに関しては、もともとオリジナルの規定があります｡

消規26の 8 ②では、売手側が、その提供する電子インボイスの記録を紙に出力して保

存することを認めています。また、消規15の 5 ②では、買手側が、その提供を受けた電子

インボイスの記録を紙に出力して保存することを認めています。

したがって、電子インボイスの授受に関しては、原則として電帳法のルール（電帳規 4

①②）に則ってオリジナルデータの保存が求められますが、それができないようであれば、

紙へのアウトプット保存も認められます。

電子データ保存

又は

紙への出力保存

電子データ保存

※紙への出力保存もあり（宥恕措置）

電子データ保存

（紙への出力保存禁止）
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Ⅱ 適格請求書発行事業者の登録制度

１ 適格請求書発行事業者

インボイスは、税務署長から登録を受けた「適格請求書発行事業者」しか交付すること

ができません。この適格請求書発行事業者となるためには、事前に申請を行い、税務署長

から登録を受ける必要があります（消法57の 2 ①）。

なお、課税事業者でなければ、その登録を受けることができません。ですから、免税事

業者が適格請求書発行事業者としてインボイスを交付するためには、あえて課税事業者を

選択し、その上で登録の申請を行う必要があります。

ところで、あくまでも登録を受けるかどうかは、その事業者の任意です。業種や客層に

よっては、インボイスの交付が必要ない場合もありますから注意が必要です。

【事業者別の登録判断】

客 層

事業者 消費者 事業者・消費者混合

課税事業者 ○ × ○

免税事業者 △ × △

○…登録 ×…登録不要 △…要検討又は買手側と交渉

［適格請求書発行事業者の登録と納税義務の関係］

適格請求書発行事業者の登録を受けるということは、事実上の課税選択であると考

えてください。

適格請求書発行事業者である限り、納税義務の免除制度は絶対に適用されません。

ですから、たとえその基準期間における課税売上高が1,000万円以下となっても､免税

事業者となることはありません（消法 9 ①）。
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～免税事業者に対する対応～

インボイス制度導入後、取引先が免税事業者である場合には、インボイスの交付を受け

られません。この場合、免税事業者からの課税仕入れについては、経過措置により、令和 5

年10月 1 日以後 3 年間は、その仕入税額相当額の20％がカット、その後の 3 年間は、その

仕入税額相当額の50％がカットされます。また、 7 年目以降はまったく仕入税額控除の対

象となりません。

ここで気になるのが、その取引先に対して、課税事業者となることを要請したり、取引

価格の値下げを行ったり、あるいは、取引停止などを行って問題とならないのかというこ

とです。

＜参考＞

～現行の免税事業者に対する対応の考え方～

【基本編－ 2 転嫁拒否等に関する相談－(2) 売手の立場からの相談】

Ｑ19．建設事業者（個人）です。取引先である元請事業者（法人）から、免税事業者

であることを理由に、令和元年10月の消費税率引上げ後も、取引価格を変えても

らえませんでした。免税事業者には消費税率引上げ分を転嫁しなくても問題とな

らないのでしょうか。

Ａ19．消費税転嫁対策特別措置法上の特定事業者（買手）が、同法上の特定供給事業

者（売手）との取引において、合理的な理由なく消費税率引上げ前の対価に消費

税率引上げ分を上乗せした額よりも低い対価を定めることは、「買いたたき」と

して問題となります。

消費税の免税事業者であっても、同法上の特定供給事業者に該当しますので、

免税事業者であることを理由として、消費税率の引上げ分を上乗せせずに対価を

据え置くことは、合理的な理由がない限り「買いたたき」として問題となります。

「買いたたき」に該当する行為が行われている場合には、公正取引委員会や事

業所管省庁等に御相談ください。

また、消費税価格転嫁等総合相談センターでは、消費税転嫁対策特別措置法に

違反する疑いのある情報を受け付け、相談者の御希望により調査を担当する省庁

に通知していますので、当センターに情報提供していただくことも可能です。

（出典：「総合相談センターの応答事例＜令和 3 年 3 月31日まで＞」消費税価格転嫁等

総合相談センター）

この点に関しては、令和 4 年 1 月19日に財務省、公正取引委員会、経済産業省、中小

企業庁及び国土交通省の連名で公表された「免税事業者及びその取引先のインボイス制度

への対応に関するＱ＆Ａ」において、その基本的な考え方が示されています。

なお、令和 4 年 3 月 8 日には、このＱ＆Ａが改訂されています。

検 討
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＜参考＞
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（出典：「インボイス制度への対応に関するＱ＆Ａについて（概要）」財務省、公正取引

委員会、経済産業省、中小企業庁及び国土交通省）
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（出典：「インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方」財務省）

（出典：「インボイス制度後の免税事業者との建設工事の請負契約に係る建設業法上の考

え方の一事例」財務省）
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２ 適格請求書発行事業者の申請・登録・通知

事業者が適格請求書発行事業者となるための申請を行ってから、その登録の通知を受け

るまでの流れを時系列で追ってみると次のようになります。

【申請から登録の通知までの流れ】

【事業者】 【税務署】

【申請方法と通知書の受領方法】

申請方法 登録通知書の受領方法

電子データによる
電子データによる受領

受領を希望
電子申請

上記以外 書面による受領

書面申請 書面による受領のみ

［郵送等による申請］

郵送等により提出する場合の送付先は、各国税局（沖縄国税事務所を含みます。）

の「インボイス登録センター」となります。

＜参考＞

～登録申請書を提出してから登録の通知を受けるまでの期間～

現時点における登録申請書を提出してから登録通知までに要する期間については、「国

税庁適格請求書発行事業者公表サイト」（以下、「公表サイト」といいます。）に掲載され

ています。

① 登録申請書の提出 ② 審査

③ 登録・公表④ 通知
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３ 適格請求書発行事業者情報の公表

適格請求書発行事業者の情報については、「公表サイト」において公表されています（消

法57の 2 ④⑪、消令70の 5 ②）。

［法定公表事項］

次に掲げる事項が公表サイトにおいて公表されています。

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称

② 登録番号

③ 登録年月日（登録取消年月日、登録失効年月日）

④ 法人については、本店又は主たる事務所の所在地

⑤ 国内に事務所等を有する国外事業者については、国内における事務所等の所在地

［任意の公表事項］

「適格請求書発行事業者の公表事項の公表（変更）申出書」に必要事項を記載して

提出することにより、次に掲げる事項を公表サイトにおいて任意に公表することがで

きます（「インボイスＱ＆Ａ」問 2 ）。

① 個人事業者の「住民票に併記されている外国人の通称」又は「住民票に併記され

ている旧氏（旧姓）」

② 個人事業者の「主たる屋号」、「主たる事務所の所在地等」

③ 人格のない社団等の「本店又は主たる事務所の所在地」

［通知される登録番号］

通知される登録番号の構成は次のとおりです（インボイス通達 2 － 3 ）。

① 法人番号を有する課税事業者

「Ｔ（ローマ字）＋法人番号（数字13桁）」

② 個人事業者、人格のない社団等

「Ｔ（ローマ字）＋（数字13桁）※」

※ マイナンバー（個人番号）は使いません。
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「公表サイト」では、「登録番号」を基にして検索する方法により、適格請求書発行事

業者の氏名・名称や登録年月日などの公表情報を確認することができます。

なお、登録番号を基にした「検索機能」のほか、システム間連携のための「ＷＥＢ―Ａ

ＰＩ機能」や公表情報に係る「データのダウンロード機能」があります。これらの機能の

詳細については、国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」で仕様を公開してい

ます。

＜参考＞

～ＷＥＢ―ＡＰＩ機能～

ＷＥＢ―ＡＰＩ機能は、ユーザーシステムから公表サイト側に「登録番号」を含む

一定条件のリクエストを送信することで、指定した適格請求書発行事業者情報の最新

情報（登録年月日、失効年月日、取消年月日の履歴を含みます。）を取得するための

システム間連携インターフェース（データ授受の方式）機能です。

なお、ＷＥＢ―ＡＰＩ機能を利用するためには、事前に公表サイト上でＩＤ（本人

確認のためのＩＤではなく、リクエストプログラムに組み込んで、事後的に検証可能

とするもの）の発行届出を行い、国税庁が払い出したＩＤが必要となります。

ただし、既に法人番号公表サイトにおいて、ＷＥＢ―ＡＰＩのＩＤを取得している

場合は、同ＩＤを公表サイトにおいても利用できるため、改めてＩＤの発行届出を行

う必要はありません。

～データダウンロード機能～

データダウンロード機能は、前月末時点に公表している適格請求書発行事業者情報

の最新情報（登録年月日、失効年月日、取消年月日の履歴を含みます。）を、全件デ

ータファイルとして提供するとともに、新規の適格請求書発行事業者や適格請求書発

行情報の変更等に関する日次の異動情報を差分データファイルとして提供する機能で

す。

（出典：「適格請求書発行事業者公表サイトの運営方針（令和 3 年 7 月）」国税庁）

（注）提供項目の変更について

令和 4 年 9 月26日から、個人の全件データファイルに限り、主たる事務所の所在地、

氏名、主たる屋号、通称・旧姓などの項目は提供されていません。

「登録番号による検索機能」及び「ＷＥＢ―ＡＰＩ機能」では、これらの項目が、

引き続き提供されています。
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（出典：「公表サイトにおける検索イメージ」国税庁）
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４ 登録申請のスケジュール

適格請求書発行事業者に係る登録申請の受付が令和 3 年10月 1 日から開始されていま

す。

なお、インボイス制度が導入される令和 5 年10月 1 日からインボイスを交付したい事業

者は、令和 5 年 3 月31日（注）までに登録申請書を提出しなければなりません（平成28年

改正法附則 1 ハ、44①）。

ただし、令和 5 年 3 月31日（注）までに登録申請書を提出することに困難な事情（「困

難な事情」については、その程度は問いません。）がある場合には、令和 5 年 9 月30日ま

でに提出すればよいこととされています（平成30年改正消令附則15、インボイス通達 5 －

2 ）。

（注） 特定期間による納税義務の判定の特例（消法 9 の 2 ①）により課税事業者となる

場合には、令和 5 年 6 月30日までが申請期限となります。

なお、このケースにおいても、困難な事情がある場合には、令和 5 年 9 月30日ま

でが申請期限となります。

【登録申請のスケジュール】

Ｒ3.10.1 Ｒ5.3.31※ Ｒ5.10.1

※ 登録申請書を提出することに
困難な事情がある場合には、
令和 5 年 9 月30日までに提出

登録申請書の

受付開始

インボイス制度導入時

に登録を受けるための

申請期限
インボイス制度の導入
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５ 課税事業者が登録申請を行う場合

(1) インボイス制度導入時に登録を受ける場合

課税事業者が、令和 5 年10月 1 日に登録を受ける場合には、登録申請書を原則として、

令和 5 年 3 月31日までに提出します（平成28年改正法附則44①)｡

【令和 5 年10月 1 日に登録を受ける 3 月決算法人の場合】

Ｒ3.4.1 10.1 Ｒ4.4.1 Ｒ5.3.31 Ｒ6.4.1

× ×

登録申請書

［手続き］

・登録申請書→令和 5 年 3 月31日までに提出

(2) インボイス制度導入後に登録を受ける場合

インボイス制度導入後については、登録申請により逐次登録が行われます。この場合、

その登録日は、税務署の審査が完了した適宜な日にちとなります（消法57の 2 ③）｡

【令和 5 年10月 2 日以後に登録を受ける 3 月決算法人の場合】

Ｒ5.4.1 10.1 Ｒ6.4.1 Ｒ7.3.31

×

［手続き］

・登録申請書→随時提出

登録日

（令和５年１０月１日）

課税事業者 課税事業者 課税事業者

課税事業者

登録申請書

登録日

（適宜な日にち）
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６ 免税事業者が登録申請を行う場合

(1) 経過措置の適用を受ける場合

免税事業者が、令和 5 年10月 1 日から令和11年 9 月30日までの日の属する課税期間中に

登録を受ける場合には、その登録日から自動的に課税事業者となる経過措置（以下、「免

税事業者に係る登録の経過措置」といいます。）が設けられています(平成28年改正法附

則44④、インボイス通達 5 － 1 ）。

したがって、この場合には、課税事業者の選択手続きは省略できます。

なお、「課税事業者選択届出書」の提出によって課税事業者となった場合とのバランス

を考慮し、登録日から 2 年を経過する日の属する課税期間までの間は、事業者免税点制度

が適用されないことになります。

ただし、令和 5 年10月 1 日の属する課税期間中に登録を受ける場合は、この課税事業者

としての拘束はありません。

【課税事業者としての拘束】（平成28年改正法附則44⑤）

「免税事業者に係る登録の経過措置」の適用を受ける事業者は、その登録日の属す

る課税期間の翌課税期間から、その登録日以後 2 年を経過する日の属する課税期間ま

での各課税期間については、納税義務は免除されない。

ただし、登録日の属する課税期間が、令和 5 年10月 1 日を含む課税期間である場合

を除く。

(注) 調整対象固定資産を取得した場合の課税事業者期間の延長規定は適用されません｡

［登録日の希望］

令和 4 年度改正によって、免税事業者が、「免税事業者に係る登録の経過措置」の

適用を受ける場合には、登録申請書に登録を希望する日（以下、「登録希望日」とい

います。）を記入することができるようになりました（平成30年改正消規附則 4 四）。

＜参考＞

～登録希望日について～

免税事業者が、令和 5 年10月 1 日に登録を受けることを希望する場合には、登録希望日

の記載は不要です。

なお、登録希望日を記載できるのは、登録希望日の属する課税期間の基準期間が終了し、

登録希望日において免税事業者であることが確定している事業者に限られます。
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【令和 5 年10月 1 日の属する課税期間に登録を受ける 3 月決算法人の場合】

Ｒ3.4.1 10.1 Ｒ4.4.1 Ｒ5.3.31 Ｒ6.4.1

× ×

登録申請書

［手続き］

・登録申請書→令和 5 年 3 月31日までに提出

※ 課税事業者の選択手続きは不要です。なお、納税義務については次のようになり

ます。

令和 5 年 4 月 1 日～令和 5 年 9 月30日は免税事業者

令和 5 年10月 1 日～令和 6 年 3 月31日は課税事業者

【令和 5 年10月 1 日の属する課税期間の翌課税期間に登録を受ける 3 月決算法人の場合】

Ｒ6.4.1 Ｒ7.4.1 Ｒ8.4.1 Ｒ9.3.31

×

課税事業者として拘束

［手続き］

・登録申請書→随時提出（登録希望日を記載します。）

※ 課税事業者としての拘束期間

その登録日（令和 6 年12月 1 日）の属する課税期間の翌課税期間から、その登録

日以後 2 年を経過する日（令和 8 年11月30日）の属する課税期間まで課税事業者と

して拘束されます。

登録日

（令和５年１０月１日）

免税事業者 免税事業者 免税事業者

登録日

（令和６年１２月１日）

免税事業者

登録申請書

令和５年１０月１日の属する

課税期間の翌課税期間

適格請求書発行事業者

（課税事業者）

適格請求書発行事業者

（課税事業者）
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(2) 基準期間の課税売上高等が1,000万円を超える場合（経過措置の適用除外の場合）

次に掲げる課税期間については、上記(1)の「免税事業者に係る登録の経過措置」を適用

することができません。

【経過措置が適用除外となる課税期間】

① 基準期間における課税売上高が1,000万円を超える課税期間

② 課税事業者選択届出書の提出により課税事業者となる課税期間

③ 特定期間における課税売上高が1,000万円を超える課税期間

④ 相続、合併、分割等の特例その他の納税義務の免除の特例規定により課税事業者

となる課税期間

したがって、登録申請書に「登録希望日」を記載して提出することはできません。また、

課税事業者となる課税期間の初日から登録を受けようとする場合には、その課税事業者

となる課税期間の初日の前日から起算して 1 月前の日までに登録申請書を提出する必要

があります（消法57の 2 ②、消令70の 2 ）。

【基準期間の課税売上高が1,000万円を超えた個人事業者の場合】

課税売上高1,000万円超

Ｒ4.1.1 Ｒ5.1.1 Ｒ6.1.1 Ｒ6.12.31

×

Ｒ5.11.30

② 登録申請書

［手続き］

① 課税事業者届出書→速やかに提出

※ 国税庁では、課税事業者届出書の提出を登録申請書の提出前又は登録申請書の

提出と同時に行うよう要望しています。

② 登録申請書→令和 5 年11月30日までに提出

※ 課税事業者となる課税期間の初日（令和 6 年 1 月 1 日）の前日（令和 5 年12

月31日）から起算して 1 月前の日は、「令和 5 年11月30日」となります。

免税事業者 免税事業者

登録日

（課税事業者となる課税期間の初日）

① 課税事業者届出書
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(3) 経過措置適用期間後に登録を受ける場合

「免税事業者に係る登録の経過措置」の適用期間後、通常の課税期間において免税事業

者が登録を受けるためには、「課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者を選択する

必要があります。この場合、その課税事業者選択届出書の提出期限は、その登録を受けよ

うとする課税期間の直前の課税期間中となります（消法 9 ④）。

また、免税事業者が課税事業者となる課税期間の初日から登録を受けようとする場合

には、その課税期間の初日の前日から起算して 1 月前の日までに登録申請書を提出する

必要があります（消法57の 2 ②、消令70の 2 ）。

【課税選択をした課税期間の初日に登録を受ける 3 月決算法人の場合】

Ｒ11.4.1 Ｒ12.4.1 Ｒ13.3.31

×
Ｒ12.2.28

② 登録申請書

［手続き］

① 課税事業者選択届出書→令和11年 4 月 1 日から令和12年 3 月31日までの間に提出

※ 国税庁では、課税事業者選択届出書の提出を登録申請書の提出前又は登録申請

書の提出と同時に行うよう要望しています。

② 登録申請書→令和12年 2 月28日までに提出

※ 課税事業者となる課税期間の初日（令和12年 4 月 1 日）の前日（令和12年 3

月31日）から起算して 1 月前の日は、「令和12年 2 月28日」となります。

＜参考＞

～経過措置と課税選択制度との適用関係～

令和 5 年10月 1 日から令和11年 9 月30日までの日の属する課税期間は、上記(1)の「免

税事業者に係る登録の経過措置」を適用できますが、あくまでこれを適用するかどうかは

任意です。したがって、この期間中であっても、課税事業者を選択した上で登録申請を行

うことはできます。

免税事業者

登録日

（課税事業者となる課税期間の初日）
① 課税事業者選択届出書
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７ 新設法人等の特例

事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けたい事業者は、その旨を記載

した登録申請書をその課税期間の末日までに提出することで、その初日に遡って登録を受

けることができます（消令70の 4 、消規26の 4 、インボイス通達 2 － 2 、 2 － 7 ）。

たとえば、新設法人が、その設立日から適格請求書発行事業者の登録を受けたい場合に

は、その旨を記載した登録申請書をその設立課税期間の末日までに提出することになります｡

(注) 新設合併、新設分割、個人事業者の新規開業等の場合も同様です。

また、吸収合併又は吸収分割により、登録を受けていた被合併法人又は分割法人の

事業を承継した場合における吸収合併又は吸収分割があった日の属する課税期間につ

いても、この特例の適用があります。

【令和 5 年11月 1 日に設立された資本金1,000万円の 3 月決算法人の場合】

Ｒ5.11.1 Ｒ6.3.31 Ｒ7.3.31

登録申請書

［手続き］

登録申請書→令和 5 年11月 1 日から令和 6 年 3 月31日までの間に提出（課税期間の初

日から登録を受けたい旨を記載します。）

※ 令和 5 年10月 1 日以後に申請する場合には、登録申請書（第 1 －(3)号様式）を使

用します。【 1 ／ 2 】の「事業者区分」欄の「□ 新たに事業を開始した個人事業者

又は新たに設立された法人等」欄及び「□ 事業を開始した日の属する課税期間の初

日から登録を受けようとする事業者」欄に✓マークを付けるとともに、「課税期間の

初日」欄に「令和 5 年11月 1 日」と記入します。

【登録申請書（第 1 －(3)号様式）の「事業者区分」欄】

登録日

（設立日）

ここに✓マーク

令和5年11月1日と記入
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＜参考＞

～設立日が令和 5 年 9 月30日以前の場合～

その設立日が令和 5 年 9 月30日以前の場合には、その登録日は、令和 5 年10月 1 日とな

ります（平成30年改正消令附則13）。

【令和 5 年 4 月 1 日に設立された資本金1,000万の 3 月決算法人の場合】

Ｒ5.4.1 Ｒ6.3.31 Ｒ7.3.31

登録申請書

［手続き①］

登録申請書→令和 5 年 4 月 1 日から令和 5 年 9 月30日までの間に提出

※ 令和 5 年 9 月30日までに申請する場合には、登録申請書（第 1 －(1)号様式）を

使用します。【 1 ／ 2 】の「困難な事情」欄へ、「令和 5 年 4 月 1 日設立のため」

等、令和 5 年 3 月31日までに提出できなかった困難な事情を記載して提出します。

【「困難な事情」欄】

一方、新設法人等の特例を適用して登録を受けるのであれば、その課税期間の

初日（このケースでは令和 5 年10月 1 日）から登録を受けたい旨を登録申請書に

記載しなければなりません。しかし、「第 1 －(1)号様式」の雛形には、特にこ

れを記載する箇所がありません。そのため、【 2 ／ 2 】の「参考事項」欄に、こ

の特例を適用し、令和 5 年10月 1 日から登録を受けたい旨を記載して提出するこ

とになるものと思われます。

【「参考事項」欄】

登録日

（令和５年１０月１日）
設立日

課税事業者
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【手続き②】

登録申請書→令和 5 年10月 1 日から令和 6 年 3 月31日までの間に提出（課税期間の

初日から登録を受けたい旨を記載します。）

※ 令和 5 年10月 1 日以後に申請する場合には、登録申請書（第 1 －(3)号様式）を

使用します。新設法人等の特例によることになりますので、【 1 ／ 2 】の「事業者

区分」欄の「□ 新たに事業を開始した個人事業者又は新たに設立された法人等」

欄及び「□ 事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする

事業者」欄に✓マークを付けるとともに、「課税期間の初日」欄に「令和 5 年 4 月 1

日」と記入します。

【登録申請書（第 1 －(3)号様式）の「事業者区分」欄】

［資本金1,000万円未満の新設法人等の場合］

資本金の額又は出資の金額が1,000万未満の新設法人や個人事業者については､事業

開始課税期間が免税事業者となるため、併せて課税事業者選択届出書を事業開始課税

期間の末日までに提出する必要があります。

【令和 5 年11月 1 日に設立された資本金1,000万未満の 3 月決算法人の場合】

Ｒ5.11.1 Ｒ6.3.31 Ｒ7.3.31

② 登録申請書

［手続き］

① 課税事業者選択届出書→令和 5 年11月 1 日から令和 6 年 3 月31日までの間に提出

※ 国税庁では、課税事業者選択届出書の提出を登録申請書の提出前又は登録申請

書の提出と同時に行うよう要望しています。

② 登録申請書→令和 5 年11月 1 日から令和 6 年 3 月31日までの間に提出（課税期間

の初日から登録を受けたい旨を記載します。）

登録日

（設立日）
① 課税事業者選択届出書

ここに✓マーク

令和5年4月1日と記入
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８ 登録申請を行う場合の留意点

(1) 国税庁による注意喚起

令和 3 年10月 1 日以降、相当数の申請が行われていますが、それに伴って登録申請書の

記入誤りも増えているようです。そこで国税庁は、次のような注意事項の公表を行うとと

もに、登録申請書の記載例を公開しています。

（出典：「適格請求書発行事業者の登録申請書の提出に当たりご注意いただきたい事項」

令和 3 年11月 5 日（令和 4 年 2 月 4 日改訂）国税庁）
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（出典：「記載例（個人事業者用）」国税庁）
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(2) 電子データによる登録通知書の受領を希望する場合

ｅ－Ｔａｘソフト（パソコン版）や市販の税務ソフトを使用して電子申請を行う場合、

通常は電子申請用データ作成画面の雛形にデータ受信希望欄があります。

この受信希望欄の□に✓マークを付けて送信すれば登録通知書を電子データで受領する

ことができます。なお、かなり見落としがちなので十分注意が必要です。

【電子申請用データ作成画面の雛形一部抜粋】

また、国税庁ホームページで公表されているｅ－Ｔａｘソフト（ＷＥＢ版）やｅ－Ｔａ

ｘソフト(ＳＰ版)で申請する場合には、問答形式となっています。登録通知書の受領方法

について、電子データで受け取るかどうかの希望確認画面が表示されるため、「希望する」

をチェックすれば登録通知書を電子データで受領することができます。

【ｅ－Ｔａｘソフト（ＷＥＢ版）希望確認画面一部抜粋】
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(3) 納税義務が切り替わる場合の記載方法

登録申請書を記載する上で意外と悩ましいのが、登録申請時の課税期間とインボイス制

度が導入される令和 5 年10月 1 日の属する課税期間の納税義務が異なる場合です。

ただ、登録申請書を記入する際は、あくまでも申請書の雛形に従い、申請時点における

納税義務の有無に基づいて記載していくことになります。

【事例 1 】免税事業者が課税事業者となる場合

個人事業者ですが、令和 4 年までは免税事業者となります。令和 3 年中の課税売上

高が1,000万円を超え、令和 5 年から課税事業者となることから、令和 3 年分の確定申

告書と一緒に「課税事業者届出書」を提出しました。令和 4 年中に「適格請求書発行

事業者の登録申請書」を提出し、令和 5 年10月 1 日より適格請求書発行事業者の登録

を受けようと考えていますが、「適格請求書発行事業者の登録申請書」にはどのよう

に記載すればよいですか？

【免税事業者が課税事業者となる場合】

Ｒ3.1.1 Ｒ4.1.1 Ｒ5.1.1 Ｒ5.12.31
免税 免税 10/1

×

課税売上高1,000万超

【解説】

登録申請を行う時点では免税事業者ですから、登録申請書【 1 ／ 2 】の「事業者区分」

欄の「□ 免税事業者」に✓マークを付けます。

【「事業者区分」欄】

また、登録申請書【 2 ／ 2 】の「免税事業者の確認」欄の下段の□に✓マークを付けま

す。さらに下段の「課税期間の初日」欄に「令和 5 年 1 月 1 日」と記入します。

ここに✓マーク

登録申請書
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【「免税事業者の確認」欄】

ちなみに、「登録要件の確認」欄の「課税事業者です。」欄では、「□ はい」に✓マーク

を付けることになります。

【「課税事業者です。」欄】

ここに✓マーク
「令和５年１月１日」

と記入

ここに✓マーク
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【事例 2 】課税事業者が免税事業者となる場合

個人事業者ですが、令和 4 年までは課税事業者となります。令和 3 年中の課税売上

高が1,000万円以下となり、令和 5 年から免税事業者となることから、令和 3 年分の確

定申告書と一緒に「納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出しました。令和 4 年

中に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、令和 5 年10月 1 日より適格請

求書発行事業者の登録を受けようと考えていますが、「適格請求書発行事業者の登録

申請書」にはどのように記載すればよいですか？

【課税事業者が免税事業者となる場合】

Ｒ3.1.1 Ｒ4.1.1 Ｒ5.1.1 Ｒ5.12.31
課税 課税 10/1

×

課税売上高1,000万以下

【解説】

登録申請を行う時点では課税事業者ですから、登録申請書【 1 ／ 2 】の「事業者区分」

欄の「□ 課税事業者」に✓マークを付けます。

【「事業者区分」欄】

なお、申請時点で課税事業者の場合には、登録申請書【 2 ／ 2 】の「免税事業者の確認」

欄の記載を行う必要はありません。

ただ、本事例では、令和 5 年 1 月 1 日からいったん免税事業者となりますが、「免税事

業者に係る登録の経過措置」（平成28年改正法附則44④）の適用を受け、令和 5 年10月 1

日より適格請求書発行事業者の登録を受けようと考えています。

この場合、「免税事業者の確認」欄の上段の□に✓マークを付けていませんが、この経

過措置の適用を受けられるかどうか疑問が残るところです。これについては、同欄の上段

の□に✓マークが付けられていなかったとしても、経過措置の適用は受けられるようです。

ここに✓マーク

登録申請書
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９ 簡易課税制度の届出特例

免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるに当たっては、これと併せて簡易課

税制度を選択するケースが多くなるものと思われます。

ここで、令和 5 年10月 1 日から令和11年 9 月30日までの日の属する課税期間において、

上記で解説した「免税事業者に係る登録の経過措置」(平成28年改正法附則44④）の適用

を受ける事業者は、簡易課税制度選択届出書について、提出時期の特例の適用を受けるこ

とができます。

この場合、簡易課税制度選択届出書に、その課税期間から簡易課税制度を適用する旨を

記載し、これをその課税期間中に提出することにより、その課税期間から簡易課税制度を

適用できます（平成30年改正消令附則18）。

【簡易課税制度の届出特例】

Ｒ4.4.1 Ｒ5.4.1 Ｒ6.3.31

×

② 簡易課税制度選択届出書※

簡易課税制度適用

［手続き］

① 登録申請書→令和 5 年 3 月31日までに提出

② 簡易課税制度選択届出書→令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月31日までの間に提

出（特例の適用を受ける旨を記載します。）

※ 簡易課税制度選択届出書を原則どおり令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月31日ま

での間に提出する方法もあります。

【「特例の適用を受ける旨」欄】

登録日

（令和５年１０月１日）

免税事業者 免税事業者

① 登録申請書

「免税事業者に係る登録の

経過措置」の適用を受ける

ことが条件

ここに✓マーク
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＜参考＞

～経過措置適用期間後の課税期間の場合～

「免税事業者に係る登録の経過措置」の適用期間後については、上記の「簡易課税制度

の届出特例」の適用はありません。

したがって、免税事業者が適格請求書発行事業者となり、簡易課税制度の適用を受ける

場合には、原則として、その登録を受けようとする課税期間の直前の課税期間中に、①課

税事業者選択届出書及び②簡易課税制度選択届出書並びに③登録申請書（その登録を受

けようとする課税期間の初日の前日から起算して 1 月前の日まで）を提出することにな

ります。

Ｒ11.4.1 Ｒ12.4.1 Ｒ13.3.31

×
Ｒ12.2.28

③ 登録申請書
簡易課税制度適用

［手続き］

① 課税事業者選択届出書→令和11年 4 月 1 日から令和12年 3 月31日までの間に提出

※ 国税庁では、課税事業者選択届出書の提出を登録申請書の提出前又は登録申請書

の提出と同時に行うよう要望しています。

② 簡易課税制度選択届出書→令和11年 4 月 1 日から令和12年 3 月31日までの間に提出

③ 登録申請書→令和12年 2 月28日までに提出

免税事業者

登録日

（課税事業者となる課税期間の初日）

① 課税事業者選択届出書

+
② 簡易課税制度選択届出書
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10 登録の取りやめ

適格請求書発行事業者が、その登録を自ら取りやめたい場合には、「登録取消届出書」

を提出します。ここで、その届出書を提出した場合、原則として、その提出があった課税

期間の翌課税期間にその登録が失効します。

ただし、その届出書の提出期限は、その課税期間の末日ではありません。その提出日が、

その課税期間の末日から起算して30日前の日以後となると、その翌々課税期間からその登

録が失効するので要注意です（消法57の 2 ⑩一）。

【30日前の日前に提出した 3 月決算法人の場合】

Ｒ6.4.1 Ｒ7.4.1 Ｒ8.4.1 Ｒ9.3.31

×
30日前の日

（Ｒ7.3.2）

【30日前の日以後に提出した 3 月決算法人の場合】

Ｒ6.4.1 Ｒ7.4.1 Ｒ8.4.1 Ｒ9.3.31

×
30日前の日

（Ｒ7.3.2）

＜参考＞

【「免税事業者に係る登録の経過措置」の適用がある場合】

Ｒ6.4.1 Ｒ7.4.1 Ｒ8.4.1 Ｒ9.4.1 Ｒ10.3.31

課税事業者として拘束

※ 登録取消届出書の提出制限はありません。

適格請求書発行事業者

でない事業者

登録失効

適格請求書発行事業者

でない事業者

登録取消届出書

（令和７年３月１５日）

登録失効

適格請求書発行事業者

でない事業者

登録取消届出書

（令和６年５月３１日）

登録申請書 登録日

免税事業者
適格請求書発行事業者

じゃない課税事業者
免税事業者

登録取消届出書※

基準期間の課税売上高

が1,000万円以下の場合
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＜参考＞

～経過措置適用期間後の取扱い～

「免税事業者に係る登録の経過措置」の適用期間後において、免税事業者が適格請求書

発行事業者となるためには、原則として、課税事業者選択届出書を提出した上で登録申請

書を提出することになります。ここで、適格請求書発行事業者の登録制度と課税選択制度

のそれぞれを解除しようとする場合、その提出書類と納税義務の判定については注意が必

要です。

たとえば、その登録後に課税事業者選択不適用届出書を提出したとしても、適格請求書

発行事業者の登録を受けている限りは、免税事業者に戻ることはありません。

【課税選択制度を解除した場合】

4.1 4.1 4.1 4.1 3.31

× ×

また、適格請求書発行事業者の登録を取り消すために登録取消届出書を提出したとして

も、課税事業者選択不適用届出書を提出しない限りは、免税事業者に戻ることはありません｡

【適格請求書発行事業者の登録制度を解除した場合】

4.1 4.1 4.1 4.1 3.31

× × ×

課税事業者選択届出書

及び

登録申請書 登録

免税事業者

免税事業者と

なることはない

課税事業者選択届出書

及び

登録申請書

課税事業者選択

不適用届出書
登録日

免税事業者
適格請求書発行事業者

じゃない課税事業者
免税事業者

登録取消届出書

課税事業者選択

不適用届出書

基準期間の課税売上高

が1,000万円以下の場合
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Ⅲ 個別事例の留意点

１ 委託販売におけるインボイスの交付方法

(1) 媒介者交付特例

次の(ｲ)及び(ﾛ)の要件を満たすことにより、媒介又は取次ぎを行う者である受託者が、

「受託者の氏名又は名称及び登録番号」を記載（「委託者の氏名又は名称及び登録番号」

は記載不要です。）したインボイスを委託者に代わって顧客に交付することができます（消

令70の12①、インボイス通達 3 － 7 ）。また、電子データによる提供もできます。

【媒介者交付特例の要件】

(ｲ) 委託者及び受託者が適格請求書発行事業者であること

(ﾛ) 委託者が、受託者に自己が適格請求書発行事業者であることを取引前までに通

知※していること

※ 通知の方法としては、個々の取引の都度、事前に登録番号を書面等により通知

する方法のほか、たとえば、基本契約書等に委託者の登録番号を記載する方法な

どがあります。

【媒介者交付特例】

［適格請求書発行事業者］ ［適格請求書発行事業者］

（委託者） （受託者） （顧客）

販売委託 商品の販売

なお、媒介者交付特例を適用する場合における受託者の対応及び委託者の対応は、次の

とおりです（消令70の12①③④）。

【受託者の対応】

(ｲ) 交付したインボイスの写しを保存します。

(ﾛ) 交付したインボイスの写しを速やかに委託者に交付します。

【委託者の対応】

(ｲ) 自己が適格請求書発行事業者でなくなった場合、その旨を速やかに受託者に通

知します。

(ﾛ) 受託者から交付されたインボイスの写しを保存します。

インボイス

受託者の名称・登録番号を記載

※委託者の名称・登録番号は不要

インボイス

(写し)

インボイスの
写しを保存

インボイスの
写しを保存

通知

適格請求書発行事業者である旨



- 59 -

［精算書等の交付］

委託者に交付するインボイス等の写しについて、たとえば、そのコピーが大量にな

るなど、その写しそのものを交付することが困難な場合には、その写しと相互の関連

が明確な精算書等の書類を交付することができます（インボイス通達 3 － 8 ）。この

場合、受託者は、交付したその精算書等の写しを保存する必要があります。

なお、精算書等の書類には、「税率ごとに区分して合計した税抜価額又は税込価額

及び適用税率」や「税率ごとに区分した消費税額」など委託者の売上税額の計算に必

要な一定の事項を記載する必要があります。

(2) 代理交付

代理交付の場合には、本来の売り手である委託者が交付するインボイスをその受託者を

経由して交付するだけであって、通常のインボイスの交付と基本的には変わりません。し

たがって、その記載内容についても、「委託者の氏名又は名称及び登録番号」を記載して

交付することになります。

なお、上記①の媒介者交付特例においては、受託者も適格請求書発行事業者でなければ

なりませんが、代理交付においては、その受託者が適格請求書発行事業者である必要はあ

りません。

【代理交付】

［適格請求書発行事業者］

（委託者） （受託者） （顧客）

販売委託 商品の販売

インボイス

委託者の名称・登録番号を記載

適格請求書発行事業者
である必要はない。

インボイスの
写しを保存
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２ 経費の立替払い

事業者間で経費の立替払いを行った場合、通常、インボイスの宛名には、その立替払い

を行った事業者の名称等が記載され、本来経費を負担すべき事業者の名称等は記載されま

せん。

このような場合には、本来の経費負担者である事業者が、その立替払いを行った事業者

から、そのインボイスとその事業者が作成した立替金精算書等の交付を受け、これらの書

類を保存することによって、仕入税額控除の適用を受けることができます（インボイス通

達 4 － 2 ）。

なお、この場合には、その立替払いを行った事業者は、適格請求書発行事業者である必

要はありません。

【立替金の見取図】

［適格請求書発行事業者］

(経費負担者） （立替払い者） （支払先）

精 算 立替払い

精算書とインボイスの交付 インボイスの交付

Ａ社 Ｂ社 Ｃ社

３ 家賃の支払いとインボイス

店舗や事務所の賃貸借契約において、月極家賃を口座振替や口座振込で支払う場合には、

請求書や領収書の授受を行わないのが一般的ですが、仕入税額控除を行うためにはインボ

イスの保存が必要となります｡

この場合、適格請求書発行事業者にはインボイスの交付義務がありますから、賃貸人か

ら一定期間分の賃借料について、まとめてインボイスの交付を受け、これを保存するとい

う対応も可能です。

また、インボイスの記載事項については、一の書類にすべて記載されている必要はなく、

複数の書類で記載事項のすべてが確認できれば問題ありません。ですから、たとえば、家

賃の口座振替や口座振込を行っている場合には、賃貸借契約書に登録番号等を記載するな

どして、複数の書類全体でその記載事項を満たすような対応も認められます（「インボイ

スＱ＆Ａ」問79）。

なお、この方法は、税理士報酬など、継続した役務の提供の対価を支払う場合にも応用

できます。

Ｂ社御中

インボイス

Ｃ社

適格請求書発行事業者
である必要はない。

Ａ社御中
精算書

Ｂ社

Ｂ社御中

インボイス

Ｃ社
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【口座振込等の場合の対応例】

インボイスの記載事項 口座振替 口座振込

賃貸人の氏名又は名称 契約書又は通帳履歴で確認 契約書又は振込金受取書で確認

登録番号 契約書で確認 契約書で確認

取引年月日 通帳履歴で確認 振込金受取書で確認

取引内容 契約書で確認 契約書で確認

取引金額及び税率 契約書又は通帳履歴で確認 契約書又は振込金受取書で確認

消費税額 契約書で確認 契約書で確認

賃借人の氏名又は名称 契約書で確認 契約書又は振込金受取書で確認

【取引の都度請求書等が交付されない場合の対応】

（出典：「インボイス制度─オンライン説明会─」国税庁軽減税率・インボイス制度対応

室）



- 62 -

Ⅳ 税額計算

１ 売上税額の計算方法

(1) 割戻計算（原則）

税率ごとの税込課税売上高の合計額を税率ごとに割り戻して計算する方法です。具体的

には次に掲げる算式によって計算します（消法45①）。

【割戻計算】

① 軽減税率対象取引

(ｲ) 課税標準額

100
税込課税売上高× ＝税抜課税売上高（千円未満切捨）→課税標準額

108

(ﾛ) 消費税額

課税標準額×6.24％＝消費税額

② 標準税率対象取引

(ｲ) 課税標準額

100
税込課税売上高× ＝税抜課税売上高（千円未満切捨）→課税標準額

110

(ﾛ) 消費税額

課税標準額×7.8％＝消費税額

③ ①＋②＝売上税額の合計額

(2) 積上計算（特例）

インボイス又は簡易インボイスに実際に記載した消費税額の合計額に基づいて計算する

方法です。具体的には次に掲げる算式によって計算します（消法45⑤、消令62①）。

なお、売上税額を「積上計算」により計算した場合には、仕入税額の計算も「積上計算」

によらなければなりません。

【積上計算】

78
インボイス等に記載した消費税額の合計額× ＝売上税額の合計額

100

(注) 軽減税率分と標準税率分は分けずに計算します。

【適用要件】

相手方に交付したインボイスの写し又は簡易インボイスの写しを保存していること

が要件となります。

なお、簡易インボイスの記載事項は「適用税率」又は「税率ごとに区分した消費税

額」となっていますが、「適用税率」のみを記載している場合には、積上計算を行う

ことはできません（インボイス通達 3 －13(注) 1 ）。
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２ 仕入税額の計算方法

(1) 積上計算（原則）

① 請求書等積上計算

交付されたインボイス等に実際に記載された消費税額の合計額に基づいて計算する方法

です。具体的には次に掲げる算式によって計算します（消法30①、消令46①、70の10）。

【請求書等積上計算】

78
インボイス等に記載された消費税額の合計額× ＝仕入税額の合計額

100

(注) 軽減税率分と標準税率分は分けずに計算します。

② 帳簿積上計算

課税仕入れの都度、税率ごとの税込課税仕入高を税率ごとに割り戻して算出した消費税

相当額を仮払消費税額等などとして帳簿に計上し、その消費税相当額の合計額に基づいて

計算する方法です。具体的には次に掲げる算式によって計算します（消法30①、消令46②）。

【帳簿積上計算】

78
帳簿へ計上した消費税相当額の合計額× ＝仕入税額の合計額

100

(注) 軽減税率分と標準税率分は分けずに計算します。

【帳簿へ計上する消費税相当額の計算】

(ｲ) 軽減税率対象取引

8
税込課税仕入高× ＝消費税相当額※

108

(ﾛ) 標準税率対象取引

10
税込課税仕入高× ＝消費税相当額※

110

※ 1 円未満の端数が生じたときは、その端数を切捨て又は四捨五入し、切上げは

認められません。

［課税仕入れの都度の意義］

課税仕入れの都度とは、たとえば、インボイス等の交付を受けた際に、そのインボ

イス等を単位として帳簿に計上している場合のほか、月単位など、課税期間の範囲内

で一定の期間内に行った課税仕入れにつき、まとめて交付を受けたインボイス等を単

位として帳簿に計上している場合が含まれます（インボイス通達 4 － 4 ）。
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＜参考＞

～仕入れの計上時期と帳簿積上計算～

帳簿積上計算においては、課税仕入れの都度、税込課税仕入高を割り戻した端数処理後

の消費税額を帳簿に計上することが適用要件となります。

なお、必ずしもインボイス単位で計上する必要はなく、インボイスではない月締請求書

等の証憑を基に課税仕入れを認識している場合には、これを基に計算した消費税額を計上

することも認められます。

また、この場合、端数処理の関係で受領したインボイスに記載された消費税額と帳簿に

計上した消費税額に差が生じるケースも想定されますが、制度上調整は不要のようです。

仮に、帳簿に計上した消費税額がインボイスに記載された消費税額を超えたとしても問題

ありません。

【納品書を基に消費税額を計上する場合】

4/1 4/30

× × × × ×
納品書 納品書 納品書 納品書 月締請求書

（インボイス）

消費税額がズレてもＯＫ

(2) 割戻計算（特例）

税率ごとの税込課税仕入高の合計額を税率ごとに割り戻して計算する方法です。具体的

には次に掲げる算式によって計算します（消法30①、消令46③）。

なお、「割戻計算」により仕入税額を計算できるのは、売上税額を「割戻計算」してい

る場合に限られます。

【割戻計算】

① 軽減税率対象取引

6.24
税込課税仕入高× ＝課税仕入れに係る消費税額

108

② 標準税率対象取引

7.8
税込課税仕入高× ＝課税仕入れに係る消費税額

110

③ ①＋②＝仕入税額の合計額

納品書ごとに課税仕入れを認識し消費税額を計上
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＜参考＞

～仕入税額控除の経過措置の適用がある場合～

仕入税額控除の経過措置（仕入税額の80％又は50％相当額の控除）の適用がある場合の

経過措置の対象となる課税仕入れに係る消費税額の計算については、事業者が選択した「積

上計算」又は「割戻計算」に応じて次のように計算します（平成30年改正消令附則22、23）。

【請求書等積上計算又は帳簿積上計算を適用する場合】

経過措置の適用を受ける課税仕入れを行った都度、次に掲げる算式によって計算し、

これを積上げます。なお、経過措置の適用を受ける課税仕入れを区分して管理し、期

末において一括して、次に掲げる算式によって計算することもできます。

① 軽減税率対象取引

経過措置の適用を受ける 6.24
× ×80％(又は50％)＝仕入税額(注)

課税仕入れの金額 108

② 標準税率対象取引

経過措置の適用を受ける 7.8
× ×80％(又は50％)＝仕入税額(注)

課税仕入れの金額 110

(注) 1 円未満の端数が生じたときは、その端数を切捨て又は四捨五入し、切上げは

認められません。

【割戻計算を適用する場合】

その課税期間中に行った経過措置の適用を受ける課税仕入れの金額の合計額につい

て、次に掲げる算式によって計算します。

① 軽減税率対象取引

経過措置の適用を受ける 6.24
× ×80％(又は50％)＝仕入税額

課税仕入れの金額の合計額 108

② 標準税率対象取引

経過措置の適用を受ける 7.8
× ×80％(又は50％)＝仕入税額

課税仕入れの金額の合計額 110
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３ 計算方法の選択

事業者による売上税額と仕入税額の計算方法に関する選択については、各事業者の節税

対策とその経理処理体制によって決まってきます。

なお、選択方法の組合せを図表で示すと次のようになりますが、「売上税額－積上計算、

仕入税額－割戻計算」という組み合わせだけは選択できませんので注意してください。

【売上税額と仕入税額の計算方法の組合せ】

売上税額 仕入税額 採用の可否

請求書等積上計算 ○

割戻計算 帳簿積上計算 ○

割戻計算 ○

請求書等積上計算 ○

積上計算 帳簿積上計算 ○

割戻計算 ×

請求書等積上計算 ○

割戻計算と積上計算の併用 帳簿積上計算 ○

割戻計算 ×

※ 1 仕入税額の計算において「請求書等積上計算」と「帳簿積上計算」の併用はでき

ます。

※ 2 仕入税額の計算において「積上計算」と「割戻計算」の併用はできません。
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＜参考＞

～売上税額の積上計算の特例～

令和 5 年 9 月30日までの区分記載請求書等保存方式が適用される期間については、一定

の要件の下、引き続き旧消費税法施行規則第22条第 1 項に規定する「課税標準額に対する

消費税額の計算の特例」（いわゆる「売上税額の積上計算の特例」）の適用が認められます。

そして、令和 5 年10月 1 日以後、この特例は廃止となり、前述したインボイス等に記載

された消費税額に基づく売上税額の積上計算に切り替わります。

[売上税額の積上計算の特例]

次の①又は②に掲げる要件を満たす場合には、その税率ごとに端数処理を行った後

の消費税額相当額を基礎として、課税標準額に対する消費税額の計算を行うことがで

きます。

＜適用要件＞

① 税込価格を基礎とした代金決済を行う場合

税込価格を税率ごとに区分して合計し、それぞれの合計額に108分の 8 又は110分

の10を乗じて計算した 1 円未満の端数処理後の消費税額相当額を領収書等に明示す

ること

② 税抜価格を基礎とした代金決済を行う場合

税抜価格を税率ごとに区分して合計し、それぞれの合計額にそれぞれの税率（ 8

％又は10％）を乗じて計算した 1 円未満の端数処理後の消費税額相当額を領収書等

に明示すること

※ 事業者間取引の場合などに適用されます。

＜積上計算による消費税額の計算＞

(ｲ) 軽減税率対象取引

62.4
領収書等に記載された消費税額の合計額×

80

(ﾛ) 標準税率対象取引

78
領収書等に記載された消費税額の合計額×

100
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Ⅴ 令和 4 年度改正等

１ 令和 4 年度改正

令和 4 年度改正により、上記で解説した「免税事業者に係る登録の経過措置」の他、

次に掲げる各項目についても改正が行われています。

(1) 国外事業者の登録要件

特定国外事業者（事務所及び事業所等を国内に有しない国外事業者をいいます。）以外

の者であって納税管理人を定めなければならないこととされている事業者が、適格請求書

発行事業者の登録申請の際に納税管理人を定めていない場合には、税務署長は、その登録

を拒否することができることとされました(消法57の 2 ⑤）。

また、登録を受けている当該事業者が納税管理人を定めていない場合には、税務署長は

その登録を取り消すことができることとされました。さらに、事業者が適格請求書発行事

業者の登録申請書に虚偽の記載をして登録を受けた場合には、税務署長は、その登録を取

り消すことができることとされました(消法57の 2 ⑥）。

【国内に事業所等を有し、住所等を有しない国外事業者】

［税務署］ ［事業所等］

登録申請

拒否できない

(2) 仕入明細書等の要件

買手側が作成する仕入明細書、仕入計算書等の書類でインボイスと同等の事項が記載さ

れているもの（その相手方の確認を受けたものに限ります。）を買手側が保存することで

仕入税額控除の適用を受けることができます（消法30⑨三、消令49④、インボイス通達 4

－ 6 ）。

今回の改正により、仕入税額控除が可能となるのは、売手側において課税売上げとなる

取引のみとされました。

たとえば、売手側の個人事業者が、車などの家事用資産を譲渡した場合、買手側の課税

事業者では課税仕入れとなります。ただし、買手側がいくら仕入明細書を作成して売手側

の確認を受けたとしても、売手側では課税対象外取引（不課税取引）となりますから、買

手側では仕入税額控除の適用を受けることはできません。

ホテル等を
事業所等に

登録拒否

納税管理人の
届出なし

申告納税を
せずに国外へ

改
正
後
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【個人事業者からの家事用資産の取得】

譲 渡

確 認
［売手側］ ［買手側］

(3) 公売等の交付特例

公売等によって財産の売却が行われた場合についても、媒介者交付特例を適用できるこ

とになりました。公売等の執行機関が、売手となるその滞納者（適格請求書発行事業者に

限ります。）に代わってインボイスを交付し、買受人がこれを保存することで仕入税額控

除が可能となります（消令70の12⑤⑥）。

この場合、その執行機関は、「その執行機関の名称及びこの特例の適用を受ける旨」を

記載したインボイスを滞納者に代わって交付します。また、その執行機関は、交付したイ

ンボイスの写しを保存するとともに、その滞納者へその写しを交付することになります。

なお、執行機関が、媒介者交付特例の適用要件でもある「登録を受けている旨の通知」

をその滞納者から受けることには困難が伴う場合も想定されることから、この特例では、

「登録を受けている旨の通知」は不要となります。

【公売等が行われた場合】

［適格請求書発行事業者］

（滞納者） （執行機関） （買受人）

差押え 公 売

課税対象外取引

仕入明細書

課税仕入れ

家事用資産
の譲渡

事業用資産
の購入

仕入税額控除不可

通知不要

執行機関でステータスを把握

インボイス

執行機関の名称・特例の

適用を受ける旨を記載

インボイス

(写し)

インボイスの
写しを保存

インボイスの
写しを保存
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(4) 仕入税額控除の経過措置

令和 5 年10月 1 日から令和11年 9 月30日までの間に限定して、適格請求書発行事業者以

外の者（消費者、免税事業者又は適格請求書発行事業者の登録を受けていない課税事業者）

からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合について仕入税額控除を認める

経過措置が設けられています（平成28年改正法附則52、53）。

【経過措置の適用期間と仕入税額】

適用期間 仕入税額

令和 5 年10月 1 日～令和 8 年 9 月30日 仕入税額相当額×80％

令和 8 年10月 1 日～令和11年 9 月30日 仕入税額相当額×50％

この経過措置の適用を受けるに当たって、請求書等を電子データで受領した場合であっ

ても、保存要件を満たすこととされました。

【経過措置の適用要件】

① 帳簿について、区分記載請求書等保存方式における記載事項に加え、たとえば、

個々の取引ごとに「80％控除対象」、「免税事業者からの仕入れ」などと記載する他、

個々の取引に「※」や「☆」といった記号・番号等を表示し、かつ、別途「※(☆)

は80％控除対象」などと表示する等、この経過措置の適用を受ける課税仕入れであ

る旨の記載を行うこと

② 請求書等又はその電子データについて、区分記載請求書等と同様の必要事項が記

載又は記録されていること（請求書等に「軽減税率対象である旨」又は「税率ごと

に区分して合計した税込価額」の記載がない場合に自ら追記又はデータを紙に出力

して追記する場合を含みます。）
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(5) 棚卸資産に係る税額調整

免税事業者が課税事業者となった場合には、その期首棚卸資産に係る消費税額がその課

税事業者となった課税期間の仕入税額に加算調整されます（消法36①）。

この場合、上記(4)の経過措置は考慮しなくてよいこととされました。免税事業者期間

中は、そもそも消費税計算を行いませんので、適格請求書発行事業者から取得したかどう

かの区分経理は困難です。したがって、その棚卸資産を適格請求書発行事業者から取得し

たかどうかにかかわらず、その棚卸資産に係る消費税額の全額が加算調整の対象となりま

す。

【免税事業者が課税事業者となる場合】

1/1 免税事業者 1/1 課税事業者 12/31

棚

経過措置適用期間

一方、課税事業者が免税事業者となる場合には、その期末棚卸資産に係る消費税額が、

その最後の課税事業者である課税期間の仕入税額から減算調整されます（消法36⑤）。

この場合には、上記(4)の経過措置を考慮する必要があるので注意が必要です。課税事

業者ですから、適格請求書発行事業者から取得したかどうかの区分経理を行っているはず

です。したがって、上記(4)の経過措置の適用を受けて取得した棚卸資産については、そ

の消費税額の80％又は50％相当額が減算調整の対象となります（平成28年改正法附則52④、

53④）。

【課税事業者が免税事業者となる場合】

1/1 課税事業者 1/1 免税事業者 12/31

棚

経過措置適用期間

棚卸資産に係る消費税額
の全額を加算調整

棚卸資産に係る消費税額の
80％又は50％部分を減算調整
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(6) 特定収入を課税仕入れに充てた場合の仕入控除税額の調整

消費税法別表第 3 に掲げる法人等が、特定収入（補助金収入等）を課税仕入れの財源に

充てた場合、その特定収入に係る課税仕入れについては仕入税額控除が制限されます。

ここで、インボイス制度開始後、この仕入控除税額の制限計算に当たっては、仕入税額

控除の対象外となる免税事業者等からの課税仕入れについても、仕入税額控除の制限対象

となってしまいます。そのため、消費税法別表第 3 に掲げる法人等が、免税事業者等から

課税仕入れを行った場合、仕入税額控除ができない部分も含めて仕入税額控除の制限を行

うことになり、過度な納税負担が発生してしまいます。

そこで、交付要綱等により使途が特定されている特定収入について、免税事業者等から

の課税仕入れに充てたことが、国等へ報告することとされている文書等により事後的に明

らかとなった場合には、その明らかになった課税期間において、制限された仕入控除税額

分を加算できることとされました（消令75⑧⑨）。

なお、特定収入により支出された課税仕入れのうち、免税事業者等からの課税仕入れが

5 ％を超える場合に限ります。

【仕入控除税額の調整】

［収入］ ［課税仕入れ］

＜参考＞

～納付税額の計算式イメージ～

納付税額＝売上税額－(仕入税額－制限税額＋取戻税額）

仕入税額控除
の制限

適格請求書発行事業者
からの仕入れ

適格請求書発行事業者
以外の者からの仕入れ

仕入税額控除可

特定収入
（補助金収入等）

事業収入

仕入税額控除の対象では
ないのに制限されている。

改正後

仕入控除税額
に加算調整
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２ インボイスＱ＆Ａの改訂

令和 4 年 4 月28日に「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関す

るＱ＆Ａ」改定されました。上記の改正項目によるメンテナンスの他、新たに次の 5 問が

追加されています。



- 74 -



- 75 -



- 76 -



- 77 -



- 78 -



- 79 -



- 80 -



- 81 -


